
様式 １ 公表されるべき事項

大学共同利用機関法人人間文化研究機構の役職員の報酬・給与等について（令和６年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ②  令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

当機構は、人文系分野における日本の中核的、国際的研究拠点として、共同利用・共同
研究を通じた基盤的研究の推進を目的とする研究・教育事業を実施している。

役員報酬水準を検討するにあたって、国家公務員及び同じ大学共同利用機関法人である
他の3機構（自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構）
を参考とした。
（１）大学共同利用機関法人

他の3機構は、同じ大学共同利用機関法人として当機構と同様に研究・教育事業を実施し
ている。公表資料によれば、令和５年度の法人の長の報酬額は19,170千円（平均）、常勤理
事の報酬額（平均）は16,034千円、非常勤理事の報酬額（平均）は5,713千円、監事の報酬
額（平均）は13,578千円、非常勤監事の報酬額（平均）は2,355千円であり、公表対象年度の
役員報酬規程に記載された本給等を勘案すると、法人の長の報酬額が19,368千円、理事の
報酬額（平均）が16,187千円、非常勤理事の報酬額（平均）は5，240千円、監事の報酬額
（平均）は13,988千円、非常勤監事の報酬額（平均）が2，355千円と推察される。
（２）事務次官の年間報酬額

令和４年中の年間報酬額は、23,235千円である。

勤勉手当については、人間文化研究機構役員給与規程により、その者の業務実績に応
じ、経営協議会に諮ってこれを増額し、または減額することができる。

令和６年度においては、業務実績に反映するほど特に顕著な業績や業績不振とされるこ
とがなかったため、業務実績に基づく役員報酬の増減は行わなかった。

機構長の報酬は、月額及び期末手当から構成される。月額については、役
員給与規程に則り、本給（1,049,000円）及び地域手当と状況に応じた通勤手
当及び単身赴任手当を加算して算出している。また、期末手当についても、
役員給与規程に則り、期末手当基準額（本給＋地域手当の合計額に100分の
20を乗じて得た額及び本給に100分の25を乗じて得た額）に100分の64.25を
乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給＋地域手当＋広域異動手当）
に期末手当及び勤勉手当支給細則で定める基準に従って勤務成績を反映さ
せた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和6年度においては、下記のとおり報酬制度の改定を行った。
○月例給の引き上げ

国に準拠し、本給表について、平均1.1％の引き上げを実施した。
（令和6年４月適用）

○期末手当支給率の引き上げ
国に準拠し、期末手当支給率について、年間平均0.025月分引き上げを実施した。
（令和6年12月施行）

○勤勉手当成績率の引き上げ
国に準拠し、勤勉手当支給率について、年間平均0.025月分引き上げを実施した。
（令和6年12月施行）
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

理事の報酬は、法人の長に準じて得た額としている。令和６年度の改定に
ついては、法人の長に同じ。

非常勤理事の報酬は、役員給与規程に則り月額を決定し支給する。月額
については、本給のみで構成され、その他手当の支給はない。

監事の報酬は、法人の長に準じて得た額としている。令和６年度の改定に
ついては、法人の長に同じ。

非常勤監事の報酬は、役員給与規程に基づいた月額を支給する。月額に
ついては、本給のみで構成され、その他手当の支給はない。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,231 12,588 6,045
2,517

80
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

16,956 9,948 4,777
1,989

241
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

15,698 9,264 4,448
1,852

132
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

15,719 9,264 4,448
1,852

154
（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

4,164 4,164 0 0 ※

千円 千円 千円 千円

6,798 5,012 1,061
601
122

（地域手当）
（通勤手当）

9月1日

千円 千円 千円 千円

760 760 0 0 8月31日 ※

千円 千円 千円 千円

1,836 1,836 0 0

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

D理事
（非常勤）

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

法人の長

A理事

B理事

監事

B監事
（非常勤）

その他（内容）

A監事
（非常勤）
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

大学共同利用機関法人人間文化研究機構は、6つの大学共同利用機関が旧
来の学問の枠を超えて連合し、問題解決型の課題研究にも取り組み、新しいパ
ラダイムを創出する、人間文化の総合的学術研究の世界的拠点となることを目
標とし、その達成に向けて、各機関及び関連大学・研究機関等との連携・協力、
個々の研究領域を超えた研究展開及び人間文化の学際的・統合的研究の新展
開を機構長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、人間文化研究機構長は6つの大学共同利用機関から構成され
る法人の代表としてその業務を総理し、所属職員を統督し、経営責任者としての
職務を担っている。他の大学共同利用機関法人の長と比較した場合、法人の有
する大学共同利用機関数が多く、より職責が重い。

また、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。
こうした職務内容の特性や大学共同利用機関法人との比較を踏まえると、報酬

水準は妥当であると考えられる。

理事は、機構長を補佐して機構の担当業務を掌理し、経営責任者として
の職務を担っている。

理事の役員報酬については、各理事の経歴等を勘案して決定していると
ころであり、法人の職責が近い大学共同利用機関法人の理事との比較を
踏まえ、報酬水準は妥当であると考えられる。

理事は、機構長を補佐して機構の担当業務を掌理し、経営責任者として
の職務を担っている。

非常勤理事の役員報酬については、理事の報酬を基礎として月間所要
勤務日数を勘案して決定していることから、報酬水準は妥当であると考えら
れる。

監事は，本機構の業務を監査し、監査の結果に基づき、必要があると
認めるときは機構長または文部科学大臣に意見を提出する職務を行っ
ている。

非常勤監事の役員報酬については、理事の報酬を基礎として月間所
要勤務日数を勘案して決定していることから、報酬水準は妥当であると
考えられる。

監事は，本機構の業務を監査し、監査の結果に基づき、必要があると
認めるときは機構長または文部科学大臣に意見を提出する職務を行っ
ている。

監事の役員報酬については、各監事の経歴等を勘案して決定してい
るところであり、法人の職責が近い大学共同利用機関法人の監事との
比較を踏まえ、報酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法
人との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事

法人での在職期間

法人の長

理事
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人の長

理事

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし監事

理事
（非常勤）

勤勉手当については、人間文化研究機構役員給与規程により、その者の業務実績に
応じ、経営協議会に諮ってこれを増額し、または減額することができる。

該当なし
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和６年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の大学共同利用機関法人、国家公務
員のほか、令和6年職種別民間給与実態調査のデータのうち、事業規模が同等である企業規
模別・職種別平均支給額を参考とした。
（１）他の大学共同利用機関法人

他の大学共同利用機関法人（自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・シ
ステム研究機構）も本機構と同様、研究者コミュニティによって運営され、国内外の研究者に研
究の場を提供し、各分野の先端的な共同研究を行う中核的研究拠点として研究・教育事業を
実施している。
（２）国家公務員

令和5年年国家公務員給与等実態調査によると、行政職俸給表（一）適用者の平均給与月額
は404千円であり、教育職俸給表（一）適用者の平均給与月額は481千円である。教員の平均
給与月額が教育職俸給表（一）適用者を上回っているが、その主な原因は年齢別構成によるも
のであると考えられる。
（３）職種別民間給与実態調査

令和6年職種別民間給与実態調査を参考に、当該法人と同等の規模・職種別の平均支給月
額を比較したところ、事務職員・教員ともに民間給与の平均以下の水準となっている。

勤務成績に基づき年１回の昇給時における昇給の号給数及び勤勉手当に反映させる。

職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、機関長手当、管理職手当、地域手当、
広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日
給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び研究代表者
特別手当）を支給する。

期末手当については、期末手当基準額（本給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当）に
100分の125を乗じ、さらに基準日以前6ヶ月以内の期間における在職期間に応じた割合を
乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給＋地域手当＋広域異動手当）に期末手当及
び勤勉手当支給細則で定める基準に従って勤務成績を反映させた割合を乗じて得た額とし
ている。

令和6年度においては、下記のとおり報酬制度の改定を行った。
○月例給の引き上げ

国に準拠し、本給表について、若年層に重点を置いて、平均3.0％の引き上げを実施した。
（令和7年3月施行、令和6年４月適用）

○期末手当支給率の引き上げ
国に準拠し、期末手当支給率について、年間平均0.05月分引き上げを実施した。
（令和6年12月施行）

○勤勉手当成績率の引き上げ
国に準拠し、勤勉手当支給率について、年間平均0.05月分引き上げを実施した。
（令和6年12月施行）

○研究代表者特別手当の新設
機構の研究力強化を目的にPI人件費支出制度の整備を行い、新たに研究代表者特別

手当を新設した。
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

315 46.9 8,179 5,890 175 2,289
人 歳 千円 千円 千円 千円

171 41.5 6,395 4,659 167 1,736
人 歳 千円 千円 千円 千円

139 52.7 10,091 7,182 184 2,909
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 69.3 16,049 12,125 192 3,924

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.8 4,957 4,130 96 827
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.8 4,957 4,130 96 827

人 歳 千円 千円 千円 千円

70 48.8 4,504 3,838 130 666
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 51.8 4,326 3,131 142 1,195
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 45.1 4,727 4,727 115 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額。以下、④まで同じ。

注３：常勤職員区分、任期付職員区分及び非常勤職員区分中の医療職種については、該当者がないため
欄を省略した。また、在外職員の区分については、該当者がないため表を省略した。

注４：「指定職種」とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。
注５：「教育職種（プロジェクト研究員）」とは、人間文化研究機構の各機関における特定のプロジェクトに

従事する職員を示す。

［年俸制適用者］

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

53 46.4 6,640 6,640 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 39.1 6,000 6,000 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 45.6 7,310 7,310 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 51.1 5,663 5,663 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：年俸制適用者について、在外職員、再雇用職員及び非常勤職員の区分は、該当者がないため
表を省略した。

注２：「創発センター研究員（ネットワーク型）」とは、関係大学・機関と研究拠点を共同設置し、拠点間の
ネットワークを構築して研究を推進する人間文化研究創発センターのネットワーク型基幹研究プロジェクト
地域研究推進事業に従事する職員を示す。

注３：「機構特別研究員」については、該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから、区分以外は記載せず、任期付職員全体の数値からも除外している。

令和６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（プロジェクト研究員）

区分 人員 平均年齢

非常勤職員

事務・技術

再雇用職員

事務・技術

区分 うち賞与総額
うち所定内平均年齢

令和６年度の年間給与額（平均）
人員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

指定職種

任期付職員

創発センター研究員
（ネットワーク型）

特任専門職員

機構特別研究員

特任研究員
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注２：教育職員（大学教員）の年齢32～35歳の該当者は3人、36～39歳の該当者は4人であるため、

当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員、再
雇用職員及び年俸制適用者を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

局長 0

部長 4 53.5 10,798

課長 11 54.6 9,050

課長補佐 19 51.8 7,455

係長 64 44.8 6,427

主任 22 40.7 5,613

係員 51 30.2 4,819

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 79 56.5 11,083

准教授 48 49.1 8,742

助教 12 42.8 6,827

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：「事務・技術職員」中の局長について、該当者2名以下のため、当該個人に関する情報が特定

されるおそれのあることから、人員についてのみ記載する。
注3：「事務・技術職員」中の部長について、該当者4名以下のため、当該個人に関する情報が特定

されるおそれのあることから、「人員」「平均年齢」「平均年間給与額」のみを記載する。

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.7 51.4 51.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.3 48.6 48.5

％ ％ ％

         最高～最低 56.8～43.9 59.0～44.1 58.0～44.0

％ ％ ％

54.1 53.8 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.9 46.2 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.6～36.2 50.6～41.8 49.4～41.5

④

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

13,262 ～ 8,278

9,872 ～ 6,537

7,309 ～ 6,431

7,718 ～ 5,143

6,714 ～ 4,906

5,614 ～ 4,300

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

～

～

9,992 ～ 8,495

8,694 ～ 6,117

分布状況を示すグループ
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（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.9 51.1 51.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.1 48.9 49.0

％ ％ ％

         最高～最低 59.3～44.2 56.6～44.4 56.9～44.3

％ ％ ％

54.2 54.0 54.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.8 46.0 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 54.3～43.8 54.1～44.2 54.2～44.2

３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（法人の検証結果）
国からの財政支出割合が90％を超えているものの、地域・学歴等を勘案し

た場合も含め法人基準年齢階層ラスパイレス指数（対国家公務員）が100未
満となっていることから、社会一般の情勢及び国家公務員の給与水準を十
分考慮して適正な給与水準に決定されている。

また、他の大学共同利用機関法人とは同水準の給与であること、同規模
の民間企業の月平均支給額と同水準であることから、給与水準が妥当であ
ると考える。

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の大学共同利用機関法人の給与及び
民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準
を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な
対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めて
いただきたい。

講ずる措置 引き続き、給与水準の適切性の維持に努める。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案   91.2
・年齢・地域勘案    94.0
・年齢・学歴勘案      89.7
・年齢・地域・学歴勘案     93.5
（参考）対他法人  105.7

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 94.1％】
（ 国からの財政支出額  ：12,146百万円、

 支出予算の総額 ：12,911百万円 （令和6年度予算））
【累積欠損額 0円（令和5年度決算）】
【事務・技術職員の管理職割合  8.8％（171名中15名）】
【研究教育職員の管理職割合  26.6％（139名中37名）】
【大卒以上の高学歴者の割合  93.2％（310名中289名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 30.8％】
（ 支出総額 ：13,192百万円、

給与・報酬等支給総額 ： 4,060百万円 （令和6年度決算））
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤務成績により年１回の昇給時に昇給の号給数に反映させるほか、勤勉手当の増減を行い、今

後も継続する。
また、平成２７年１０月より、年俸制を導入した。年俸制適用者については、毎年度末に業績評価を実

施し、基本給および業績給にその結果を反映させる。

【事務職員】

○ ２２歳（大卒初任給、係員）
月額 246千円 年間給与 3,708千円

○ ３５歳（主任）
月額 334千円 年間給与 5,604千円

○ ５０歳（課長補佐）
月額 437千円 年間給与 7,401千円

【教育職員（大学教員）】
○ ２２歳（大卒初任給、助教）

月額 293千円 年間給与 4,409千円
○ ３５歳（准教授）

月額 484千円 年間給与 8,243千円
○ ５０歳（教授）

月額 567千円 年間給与 9,797千円
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

より雇用する者の人件費を含めるため。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし

注２：財務諸表の附属明細書「（18）役員及び教職員の給与の明細」の「報酬または給料等」
欄と、本表の「給与、報酬等支給総額」が一致しない理由は、本表に受託研究費等に

給与、報酬等支給総額
3,823,018 3,948,930 4,060,808

退職手当支給額
263,575 356,954 559,726

区 分

2,034,681 2,117,364

7,464,3427,066,275

福利厚生費

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
6,700,359

711,123 725,710 726,444

非常勤役職員等給与
1,902,641

教育職員（大学教員）の定年年齢は65歳である。
事務・技術職員については、国家公務員の定年年齢引き上げを踏まえ、令和5年12月

11日付で定年年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げることとした。また、定年年齢
の引き上げに伴い、事務・技術職員の管理監督職勤務上限年齢を60と定め、60歳に達
した管理監督職員を管理監督職以外の職へ降任させる制度（役職定年制）を設けたほ
か、職員の本給月額について60歳に達した日後における最初の4月1日以降7割水準とす
ることとした。

①「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」について
「給与、報酬等支給総額」の対前年度比は111,877千円増（＋2.83％）であり、その主
な要因は、人事院勧告に準じて実施した給与改定に伴う人件費の増加等による。
「最広義人件費」の対前年度比は398,066千円増（＋5.63％）であり、その主な要因は、
定年延長等に伴う定年退職者の増加による。

②退職手当の支給水準引き下げについて

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基

づき、平成30年1月29日から引き続き以下の措置を実施している。

役員に関する講じた措置の概要

退職手当額について、従前の計算式で得た額に調整率「100分の83.7」を乗じて得た

額とすることにより、退職手当支給水準を引き下げる改正。
職員に関する講じた措置の概要
退職手当額計算における調整率を「100分の83.7」とし、退職理由や勤続年数にかか

わらず適用することにより、退職手当支給水準を引き下げる改正。
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